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令和 5 年 5 月 8 日からの教育活動について 

 

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。また、新型コロナウイルス

感染症拡大防止策へのご協力、誠にありがとうございます。 

 さて、周知のとおり、5 月 8 日（月）から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、2 類か

ら 5 類に移行されます。これに伴い、移行後の感染症対策は個人の自主的な判断が基本となります。 

 本校においては、文部科学省及び神奈川県教育委員会の基本方針に従い、通常の教育活動を実施い

たします。 

 つきましては、今後の学校生活の基本原則についてお知らせいたします。ご家庭でのご理解・ご協

力よろしくお願いいたします。 

なお、次ページに神奈川県発出の資料（概要）を添付いたしますので、ご参照ください。 

 

 

5 月 8 日（月）～の学校生活の基本原則 

 

（１）通常登校（8:30 登校）・通常授業とします。（一部の学校行事を除く） 

（２）マスクの着用について 

  ①学校教育活動にあたって、生徒及び教職員にはマスクの着用を求めないことを基本とします。

（マスク着用の有無による差別や偏見がないように引き続きご協力願います。） 

  ②登下校時のマスクの着脱は、個人の判断にてお願いします。 

③登下校時の通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において

医療機関や高齢者施設等を訪問する場合等はマスクの着用を推奨します。 

（３）外から教室入る際は、手洗い等を心がけてください。 

（４）咳・くしゃみ等のエチケットにご協力ください。 

（５）教室の換気を行います。（サーキュレーターとの併用による常時換気を原則とし、換気が難し

い場合でも 20 分に 1 度は換気を実施します。本校では株式会社ニフコ様との実証実験によ

り、普通教室内の CO2 濃度、温湿度等も常に測定しております。なお、CO2 濃度は 1500ppm 以

下に保つようにしています。） 

（６）昼食等の喫食の際は、その前後に手洗いを行うとともに、飛沫を飛ばさないように注意して

ください。 

（７）「登校時の健康観察報告」「帰りの SHR 時の消毒作業」は行いません。 

（８）感染が判明した生徒に対しては、出席停止（発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快し

た後１日を経過するまで）の措置を講じつつ、ICT の活用等により学習保障を行います。 

（９）臨時休業については、季節性インフルエンザと同様に、学習保障に留意しつつ、必要な範囲・ 

期間で行います。 

（10）医療的ケアを必要とする生徒及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い生徒

等、体調に不安を感じる方は、担任または養護教諭にご相談ください。 



 

 

 

 

 


